
産業廃棄物指導課

総務・PCB指導担当
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 人工的に作られた主に油状の化学物質で、昭和２９年

に国内で製造が開始。

 電気機器の絶縁油など、日本国内で約５万４千トン使

用された。

 毒性があり、脂肪に溶けやすい性質を持つため、

体内に蓄積されやすい。

 吹き出物、皮膚の黒ずみ、まぶたや関節の腫れ、

倦怠感、しびれ感などが報告されている。

ＰＣＢの構造 2
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昭和29年(1953年) PCBの国内製造開始
昭和43年(1968年) カネミ油症事件発生
昭和47年(1972年) 行政指導により製造中止

平成13年(2001年)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法（PCB特措法）制定

事業者によるＰＣＢ機器の⾧期間の保管



変圧器 コンデンサー

● 主な設置場所

工場、ビル等の蛍光灯、水銀灯、

ナトリウム灯など

（家庭用やＬＥＤの機器は対象外）

● 主な設置場所

工場、事業場や建物の変電設備

安定器
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 PCB廃棄物の処理責任者は原則、機器を使用、所有
している建物所有者。

→事業活動によって生じたPCB廃棄物を自ら適正に
処理する必要がある。

注意
建物解体事業者が建物所有者等に代わって、

PCB廃棄物を処理及びその委託をすることはできません。
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処分委託期限処分委託先廃棄物種類区分

令和４年３月３１日
（終了）

ＪＥＳＣＯ
東京

・変圧器
・コンデンサー
・金属容器、油等

高濃度
ＰＣＢ廃棄物

令和５年３月３１日
（終了）

ＪＥＳＣＯ
北海道

・安定器
・3kg未満コンデンサー
・汚染物等

令和９年３月３１日無害化処理
認定施設全ての種類低濃度

ＰＣＢ廃棄物

※JESCO:中間貯蔵・環境安全事業株式会社。

R8.1.28 現在

＊既に機器の受入れを終了

＊既に機器の受入れを終了



機器の銘版調査

高濃度
ＰＣＢ廃棄物

微量ＰＣＢ汚染
廃電気機器等

非ＰＣＢ廃棄物

高濃度ＰＣＢ
含有電気工作物

低濃度ＰＣＢ（疑い）
含有電気工作物

濃度分析

低濃度ＰＣＢ（疑い）
使用製品

使
用
中

使
用
終
了（
廃
棄
物
）
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＊直ちに使用中止

＊電気事業法の規定により
使用中の高濃度PCB含有電気工作物は
高濃度PCB廃棄物となります。
高濃度PCB含有電気工作物がある場合は、
直ちに使用を中止して適正保管するするとと
もに環境管理事務所に連絡をしてください。



変圧器

コンデンサー

高濃度ＰＣＢ
の可能性あり

低濃度ＰＣＢ
の可能性あり

非ＰＣＢ
廃棄物

非ＰＣＢ廃棄物
（油の入替をしてない

場合）

昭和28年
（1953年）

～昭和47年
（1972年）

～平成5年
（1993年）

高濃度ＰＣＢ
の可能性あり

低濃度ＰＣＢ
の可能性あり

非ＰＣＢ
廃棄物

非ＰＣＢ
廃棄物

昭和28年
（1953年）

～平成2年※
（1990年）

～昭和47年
（1972年）
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蛍光灯安定器

※2 原則、安定器は高濃度か非ＰＣＢのみだが、
東芝また日立製の安定器は低濃度ＰＣＢに該当する可能性のある機器
あり。

高濃度ＰＣＢ
の可能性あり

非ＰＣＢ
廃棄物

非ＰＣＢ
廃棄物

昭和32年1月
（1957年）

～昭和47年8月
（1972年）※1

（東芝・日立のみ）※2
低濃度ＰＣＢの可能性もあり

～平成元年12月
（1989年）

※1 建物の建築年で確認する場合は昭和52年（1977年）3月までが該当
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製造
メーカー

型式

製造年

製造
メーカー

型式

製造年

変圧器銘板

コンデンサー銘板

※使用中の電気設備については
感電のおそれがあるため、
電気主任技術者に確認を依頼する。
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型式 力率製造年 製造メーカー



PCBを含む電気機器への対応情報（（一社）日本電機工業会）
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html

変圧器・コンデンサー

安定器

PCB使用安定器の点検・判別について（（一社）日本照明工業会）
http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

上記のほか、各メーカーのＨＰにもＰＣＢの該当について案内がある。
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機器の調査

高濃度
ＰＣＢ廃棄物

適正保管

契約手続き※

処理

低濃度
ＰＣＢ廃棄物

無害化処理認定
施設

処理

非ＰＣＢ廃棄物

処理

普通産廃

※ 別途、収集運搬業者との契約が必要
※ 中小企業者は、分析費、収集運搬費、処分費の助成金あり
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注1

注1 高濃度PCB廃棄物は既に処理施設が機器の受け入れを終了
しているため、国が処分方針を示すまで、事業者は適正保管する。
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内容条項区分

・ 第１０条１項に定める処分期間までに処分
しなかった場合、期限を定めて必要な措置を

講ずることを命ずることができる。
改善命令（第１２条）

高濃度・低濃度
ＰＣＢ廃棄物

・ 第１２条１項に規定する場合であって、「保
管事業者が措置を講じないとき等」「命ずべ
き者を確知できないとき」「命ずるいとまがな
いとき」は代執行することができる。

代執行（第１３条）高濃度のみ

・ 第１２条の規定による命令に違反した者
・ 第１７条の規定に違反してＰＣＢ廃棄物を譲
り渡し、又は譲り受けた者

＝３年以下の懲役若しくは１千万円以下の
罰金、又はこれを併科する。

改善命令違反 ・ 譲渡し
及び譲受けの制限違反
（第３３条）

罰則

・ 第８条又は第１０条の規定による届出
をせず、又は虚偽の届出をした者
＝６月以下の懲役又は５０万円以 下の罰金

保管等の届出（第８条）及
び処分の届出（第１０条）
違反（第３４条）
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